様式第3号（第7条関係）

第　　　　　　　号
年　　　月　　　日

             様
　　印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大町町長　　　　　　　　　　　

大町町新規創業等スタートアップ支援事業補助金交付決定通知書

　　　　　年　　月　　日付けで申請のあった大町町新規創業等スタートアップ支援事業補助金について、下記のとおり決定したので、大町町新規創業等スタートアップ支援事業補助金交付要綱第7条の規定により通知します。

記
	交付決定額
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

	交付の条件
	（１）　交付決定者は、事業完了後1月以内又は本年度の3月31日
までのいずれか早い日までに大町町新規創業等スタートアップ支援事業補助金実績報告書（様式第6号）を提出すること。
[bookmark: _GoBack]（２）　事業の内容を変更し、又は中止しようとする場合は、大町町新規創業等スタートアップ支援事業補助金変更（中止）申請書（様式第4号）を提出し承認を受けること。
（３）　補助金交付決定後において、補助金対象経費に変更が生じ
た場合の補助金の額は、再度算出すること。ただし、補助金が増額する変更は行わない。






